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「英国の小売市場の競争評価が示唆するものは何か」 

 

わが国では、電力システム改革による小売全面自由化に伴い、競争評価が行わ

れる。 

英国では、全面自由化を実施した１９９９年以降も継続していたプライスキャップ規

制の廃止を決断する目的で、競争評価を開始している。自由化初期の競争評価では、

市場シェアや供給者変更率等が指標として使用された。しかし、こうした指標のみで

競争の実態を十分に把握できるとは限らない。 

例えば、市場シェアが大きくても、その企業が競争的な価格でサービスを供給して

いることもある。また、供給者変更率が低いとしても、需要家が競争的な価格でサー

ビスを受けており、積極的に変更する理由がないだけかもしれない。 

このため、競争評価では、供給者変更が行われていない理由など、需要家の意

識・態度を確認する定性的な調査も取り入れてきた。英国では、これらの指標を多面

的に分析し、競争が進展していると判断し、２００２年に料金規制を廃止した。 

２０００年代後半になると、卸電力価格の高騰に伴う電気料金の上昇が顕著になり、

大手の電力会社が、供給コストを大幅に上回る利潤を獲得しているとの疑念が高ま

った。これまでの指標では、電気料金の上昇要因を十分にとらえられず、２００９年か

らは、大手の電力会社に対してのみ、産業用（業務用を含む）と家庭用の小売マージ

ンの公表を義務付けている。ただし、自由化後にこうした指標を、一部の事業者に対

してのみ制度的に公表させることは、事業者の自由な経営を最大限に引き出そうとす

る自由化の本来の趣旨に逆行するといえよう。 

２００８年に気候変動法が成立して以降は、低炭素電源の増設による巨額な設備

投資が必要とされ、今後も料金が上昇する中での競争評価が課題となっている。これ

を受け、２０１４年からは、需要家が対価に見合うサービスを受けているという納得感

を高めるためのコミュニケーションへの取り組み状況や、需要家が将来的にはメリット

を受けられるような新しいビジネスモデルが用意されているかを評価項目に加えるこ

とになっている。 

こうした定性的な評価は、政策担当者の恣意や価値判断が入り、評価の客観性が

ゆらぐ側面もある。ただし、事業者の様々な取り組みを、多面的に評価しようとする試

みは、わが国の競争評価を考える上で、一つの参考となろう。 

長年、競争評価を継続してきた英国でも、適切な指標の選定で、試行錯誤を繰り返

してきた。このことは、競争の実態をとらえて評価することの難しさを物語っている。 
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